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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題の1つと位置づけ、より高い技術開発力を目指す技術集団として、株主をはじめ地域
社会、顧客企業、社員等のステークホルダーとともに成長していく事を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能す
ることが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。

まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視し、変化の早い経営環境に対応して、
迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保とする経営監視体制の充実を図ってまいります。
それにより、ステークホルダーの信用と信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。

今後も、会社の成長・変化に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを目標としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４議決権の電子行使のための環境整備及び招集通知の英訳】

当社の事業は国内でのみ展開しており、また当社の株主構成における外国人株主の比率は少数であり、現状では議決権電子行使プラットフォー
ムの利用及び招集通知の英訳はしておりません。今後につきましては、海外投資家の株主比率等の推移を踏まえ、検討してまいります。

【補充原則４－１－２取締役会・経営幹部の中期経営計画への取り組み】

当社は、中長期利益の最大化を掲げ計画に基づいて経営を行っておりますが、詳細の開示は行っておりません。

当社が属する情報サービス産業では、業界を取り巻く環境は常に変化しており、機動的・能動的対応を行なえば期中でも計画を変更せざるを得な
い場合があります。今後も様々な開示書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。

【補充原則４－１０－１独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】

当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。指名委員会や報酬
委員会などの独立した諮問委員会の設置については、今後検討を重ね、より透明性の高いガバナンスを目指してまいります。

【原則４－１１取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、女性や外国人の取締役はおりませんが、知識・経験・能力を備えた人物を探し、経営層への選任を検討してまいります。また、監査等委
員会は会計監査人が行った監査を、その適正性を判断するものとして、財務・会計に関して精通している者の選任を行ってまいりませんでした。今
後の課題と捉え、経験、財務・会計に関する知見を持つ適切な人物の選任を検討してまいります。

【補充原則４－１１－３取締役会全体の実効性の分析・評価と結果の概要】

当社は、コーポレート・ガバナンンスに関する基本方針を定め、取締役各々の自己分析から実効性の評価を行うこととしております。

取締役会全体の実効性についての有効な分析・評価、及びその結果の開示は、検討課題と認識しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４政策保有株式】

当社は、当社の中長期的な企業価値の向上、かつ事業上の重要性、取引先との戦略的な関係強化等を総合的に勘案の上、必要性が認められる
と判断した株式については、保有を検討いたします。現在は、政策保有株式としての上場株式の保有はございません。

≪政策保有株式に係る議決権の行使について適切な対応を確保するための基準≫

政策保有株式の議決権行使につきましては、当社は、その議案の内容を精査し、企業価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に議
決権行使をいたします。企業価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。

【原則１－７関連当事者間の取引】

当社は、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般
の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。

事前の審議に加え、審議の内容に基づいて取引が行われているかどうかについて、内部監査室における取引の内容等の事後的なチェック、監査
等委員会による監査を行う等の健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。

【原則２－６企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、選択制確定拠出年金を採用しており、企業年金は採用しておりません。確定拠出年金の金融商品の選択は従業員自身が行っておりま
す。

【原則３－１情報開示の充実】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する
との観点から、経営理念を当社ホームページで開示しております。

《企業理念》

（https://www.ebase.co.jp/company/company01/index.html）



（2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

《コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方》

本報告書１．１基本的な考え方をご参照ください。

《コーポレート・ガバナンスに関する基本方針》

当社は、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様に当社の株式を安心して中長期的に保有していただくこと
を可能とするため、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、株主の皆様への説明責任を果たすため、コーポレート・ガバナン
スの基本方針を策定しております。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

業務執行取締役に関しては透明性・客観性を確保するため、株主総会で決議された範囲内で、前年の経常利益に基づいて内規に定める一定の
計算式により算出された額を、取締役会で決定する方針としております。監査等委員である社外取締役に関しては、監査等員会で定める固定報
酬であります。なお、業務執行取締役の報酬の決定方法については、本報告書、有価証券報告書及び株主総会招集通知にて開示しております。

(4)取締役会が経営陣幹部・取締役を決定するに当たっての方針と手続

当社は、企業価値を創造する優秀な経営人材を生み、または確保し、上場企業として持続的な発展に資することを目的として決定することを方針
としております。

（5）個々の選任・指名についての説明

当社は、取締役・監査等委員候補者の指名を行うに当たっては、株主総会招集通知の参考書類において当該候補者の選任理由を記載しており
ます。

【補充原則４－１－１取締役会の決議事項と経営陣への委任の範囲】

当社は、取締役会の意思決定の範囲として法令及び定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として「取締役会規程」及び「稟議規
程」、「職務権限規程」を設けて運用しております。

取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款に取締役会の専決事項として記載する事項以外の業
務執行の意思決定については、会社法第370条に定める手続きにより行い、また業務執行取締役に重要な業務執行の決定を委任しております。

【原則４－９独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として株式会社東京証券取引所の「独立性判断基準」を充足する者を選
任することとしております。また、当社の独立社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、独立社外取締役が以下のいずれかの基
準にも該当してはならないこととします。

（1）当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

（2）当社の主要な取引先又はその業務執行者

（3）当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

（4）当社の子会社の業務執行者の近親者

（5）当社の子会社の業務執行者でない取締役の近親者

【補充原則４－１１－１取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

当社は、各々が有する多様な経験やバックグラウンドを当社経営に発揮し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会・監査等委
員会全体としてのバランスを備え、各々の機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。

【補充原則４－１１－２取締役・監査等委員の他の上場会社の役員の兼任状況】

当社は、取締役及び監査等委員の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告、有価証券報告書ならびにコーポレー
ト・ガバナンスに関する報告書で開示しております。取締役及び監査等委員の他の上場会社の役員の兼任はございません。

【補充原則４－１１－３取締役会全体の実効性について分析・評価及び結果の開示】

上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。

【補充原則４－１４－２取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査等委員候補者の指名にあたり、企業価値向上に資する人格、能力、職歴、見識を備えた者であるかを考慮し、当社の事
業内容及び業務内容に関する豊富な知識と経験を有していることを重視しています。職務遂行に必要な知識等の習得に継続的に努めることがで
きるよう、かかるテーマを対象としたセミナーの情報があれば自発的に、または当社から情報を提供して参加しております。

【５－１株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との目的を持った対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努め、株主との建設的な対話を実現するための方針を
定めております。

（1）株主・投資家との建設的な対話を実現するため、管理部担当取締役を、ＩＲを統括する担当に指定しております。

（2）株主・投資家から対話の申し入れがあった場合は、管理部担当取締役が代表取締役社長、管理部長と対応方法を検討し、適切に対応してお
ります。

（3）管理部は、管理部担当取締役と協議のうえ、面談以外の方法として機関投資家説明会、個人投資家説明会を実施するとともに、ホームページ
で開示しております。なお、2020年度及び2021年度に関しては新型コロナウイルス感染防止のため、機関投資家説明会は電磁的方法による会
議、個人投資家説明会は実施を見送り、決算説明の動画をホームページ上に掲載しました。

（4）ＩＲ活動で得られた株主・投資家からのご意見は、企業価値向上に積極的に活用しております。

（5）株主・投資家との対話における内部情報の管理については、情報開示、インサイダー取引防止の社内規程等により適切に行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

常包　浩司 16,804,200 36.49

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,015,800 4.38

西山　貴司 1,333,600 2.90



岩田　貴夫 1,071,520 2.33

常包　和子 1,065,600 2.31

西尾　浩一 896,400 1.95

GOLDMAN，SACHS＆CO.REG 891,182 1.94

山崎　健太郎 836,800 1.82

窪田　勝康 784,100 1.70

明石　克巳 775,200 1.68

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「大株主の状況」は2021年３月31日現在のものです。

①上記のほか、当社所有の自己株式1,115,447株があります。

②当社は、2020年４月１日付けで普通株式１株を２株に株式分割を行っております。

③持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。

④３．2020年６月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、カバウター・マネージメント・エルエルシー
（Kabouter Management, LLC）が2020年６月18日現在で1,862,067株の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

⑤2020年９月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフエムアールエルエルシー（FMR LLC)が2020年８月

31日現在で1,855,088株の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができ
ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社には親会社や上場子会社は存在しておりませんが、連結子会社が存在します。そのため、今後、関係会社各社のコーポレート・ガバナンスを

尊重しつつも、グループ全体でのガバナンスの強化を図る方針であります。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

永田　博彦 他の会社の出身者

福田　泰弘 他の会社の出身者

高森　浩一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

永田　博彦 ○ ○ ―――

パナホーム株式会社（現パナソニック　ホーム
ズ株式会社の執行役員として培われた知識・
経験より、株式会社運営に対する高い知見を
有しており、当社監査等委員に適任と考えられ
るため、選任しております。

福田　泰弘 ○ ○ ―――

トッパン・フォームズ株式会社の代表取締役と

して培われた知識・経験より、株式会社運営に

対する高い知見を有しており、当社監査等委員
及び独立役員に適任と考えられるため、選任し
ております。



高森　浩一 ○ ○ ―――

シャープ株式会社の取締役として培われた知
識・経験より、株式会社運営に対する高い知見
を有しており、当社監査等委員及び独立役員
に適任と考えられるため、選任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会はその職務の遂行に必要な場合は、内部監
査部門の要員による監査業務の補助について代表取締役社長と協議することとしております。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については、監査等委員会の同意を要する
こととしております。

また、この場合、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保でき
るものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。

監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社取締役等と、情報交換及び意見交換等を行うため会合を定期的に開催し緊密な
連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の要件を満たす社外取締役全員を独立役員として選任をしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬については、いわゆる業績連動型の報酬制度は導入しておりませんが、その決定方法は前期での経常利益に基づき一定の計算式
により算出された金額を業務執行取締役は取締役会において決議しております。監査等委員である取締役は監査等委員会において固定報酬を
それぞれ決議を行っております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2020年6月22日開催の第19回定時株主総会において役員報酬限度額は、取締役総額年額（監査等委員を除く）200,000千円以内、監査等委員総
額年額25,000千円以内と決議されました。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

①取締役報酬額等の決定方針等

・取締役報酬制度の基本的な考え方

当社の現行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬制度は「中長期利益の最大化」を目標に、継続的な成長と企業価値向上を目指し、
役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。

・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社役員が担うべき機能・役割、当社の業績水準に応じた報酬水準とする。また、当社が目指す業績水準を踏まえ業績の達成状況等に応じた報
酬制度とすることで、報酬決定の公正性を保つとともに、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る方針として2021年
３月１日に取締役会決議をいたしました。

・報酬の算定方法

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、前年の連結経常利益実績を変数として、当該年度報酬額を取締役会決議に基づく内規で定
める一定の計算式により算出し、取締役会決議を経て決定しております。なお、報酬は固定報酬のみとしており、株式報酬や賞与等の変動する報
酬は支給しておりません。具体的には、経常利益３億円を基準点として報酬額を定め、経常利益30億円をメルクマールとして報酬額を定めた一次
関数により算出しております。ただし、本算定方法は経常利益３億円の時点で定めたものであり、今後の業績の拡大による経常利益の増加に伴
い基準となる経常利益額とメルクマールとする経常利益額および報酬額を再設定し、適宜報酬額の見直しを図ってまいります。

代表取締役の報酬は、２名の報酬額の合計を以下の計算式により算出します。算出した金額を代表取締役間の協議により分配します。

　代表取締役の報酬合計≦取締役年収×1.1＋従来の代表取締役年収

監査等委員である取締役（社外取締役）の報酬は固定報酬のみとしております。

・報酬の体系

1.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は年間報酬により定め月次で支給する。

2.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は役員報酬のみとして、使用人部分給与、手当等、他の給与は原則として支給しない。

3.監査等委員である取締役（社外取締役）の報酬は年間報酬により定め月次で支給する。

・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由上記の報酬の算定方法に従い算
出された個人別の報酬額で、公正性の担保された内容であり、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。

②役員報酬の決定プロセス

前年の連結経常利益を元に算出された報酬額を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び経営幹部により構成する評価会議において決
定し、取締役会で決議しております。

③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社では個人別の報酬等の決定に関し代表取締役等への委任は行っておりません。

取締役及び監査等委員に対する報酬等の総額（2021年3月期）

取締役(監査等委員を除く）５名　125,529千円

取締役（監査等委員）３名　 13,200千円

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対する情報伝達については、管理部を中心とした担当部署より行っております。

監査等委員が各会議に出席する他、日常における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からのヒアリング事項を監査に必要な情報
の提供を監査等委員会おいて行い、監査の質の向上に努めます。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役会

取締役会は、８名（うち社外取締役３名）で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており経営上重
要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。

・経営会議

当社では、週１回、原則として常勤取締役及び監査等委員、各部署責任者・担当者が出席する経営会議を開催しております。職務権限規程に基
づき、事業計画及び業績についての報告・検討及び重要な業務に関する判断を行っており各部門の業務の執行状況が報告され、情報共有しつ
つ、十分な議論を行っております。

・監査等委員会

監査等委員会は、社外取締役３名で構成され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び
解任並びに不再任に関する議案の内容の決定等を行います。

・会計監査人

会計監査人は太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備し
ております。



・内部監査室

部門の業務執行が、法令等に則って適正か監査するとともに必要に応じて改善提案を行うため、各業務執行部門から独立した代表取締役社長直
轄の内部監査室を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社がこのような体制を採用している理由は、当社の業態や規模を鑑み、意思決定の適正性、迅速性を確保し、また適切な監査・監督機能を果
たすものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めるとと
もに、招集通知発送前に当社ウェブサイト等へその内容を掲示する等、電磁的手段によ
る公表を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定

株主総会の開催日につきましては、各種準備に要する期間、出席者の都合等を総合的に
勘案し、決定しております。結果として集中日を回避した開催となっております。

また、株主総会後のIR活動を通じて、より多くの株主による総会参加と議決権行使の実現
を図っております。

電磁的方法による議決権の行使
当社の議決権を有する株主は個人株主が中心であり、機関投資家や外国人株主等が少
数でありますため、電磁的行使対応を検討中であります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社の議決権を有する株主は個人株主が中心であり、機関投資家や外国人株主等が少
数でありますため、電磁的行使対応を検討中であります。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の英訳については、外国人投資家の比率が低いため、対応を行っておりませ
ん。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

年１回開催しております。

2020年、2021年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止を鑑みて、実施を
見送り当社ホームページにおいて個人投資家説明会の動画を掲載しておりま
す。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年間数回実施しております。面談を希望される機関投資家とは新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止を鑑みて、電磁的方法によるIR面談を実施しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示情報、株主総会情報などの対外的な開
示資料、及び機関投資家用、個人投資家用の会社説明資料をを掲載しており
ます。

IRに関する部署（担当者）の設置 取締役　執行役員CFO　窪田　勝康

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループ役員及び社員が法令及び定款を遵守して職務を執行するにあたり、社会、
顧客・取引先等や、株主・投資家、社員等とのより良い関係を構築するための規範として
「コンプライアンス規程」を定めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、事業を通じて社会に貢献することにより、企業として存続を図り、利益を得て、顧
客、株主、社員などのステークホルダーとともに発展することを目的としております。ステー
クホルダーに対する情報提供は、関係法令や取引所規則に則って適時に情報開示すると
ともに投資判断に影響を与える重要事実については、すべてのステークホルダーが平等に
入手できるよう努めてまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1) 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する体制

[コーポレート・ガバナンス]

1)　当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役の監督機能を強化するとともに、意思決定
プロセスの適正性・透明性を確保します。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則その他の社内規則に則り、重要事項を決定するとともに、取
締役の職務の執行を監督します。

2)　取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、担当職務を執行します。

3)　当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行とを分離し、取締役会の監督機能強化と業務執行責任における組織運営の効率化及び意思決
定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役社長の委任に基づき
担当職務及び業務を執行します。

4)　当社は、「職務権限規程」を整備し、それに従って業務を行うことによって、業務の適正化を確保するとともに、組織運営の効率化及び意思決
定の迅速化を図っております。

[コンプライアンス]

1)　当社は、経営理念に「貢献なくして利益なし　利益なくして継続なし　継続なくして貢献なし」を掲げ、これを経営の指針としております。

2)　当社は、取締役及び従業員が高い倫理観を持ち、法令及び定款を遵守するための指針として、「コンプライアンス規程」を定め、これをコンプラ
イアンス体制の基盤としております。

3)　当社は、「コンプライアンス規程」に定める事項を遵守することにより、企業倫理意識の向上及び浸透に努め、コンプライアンスがあらゆる企業
活動の前提にあることを徹底しております。

4)　当社は、法令違反、社内規程違反、重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口を設け、コンプライアンス体制の整備・充実に努めます。

5)　当社は、部門の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善提案を行うため、各業務執行部
門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。

6)　当社は、反社会的勢力排除に関して、基本方針を定めるとともに「反社会的勢力対策規程」において、弁護士や警察等と連携した組織的に対
応する体制を規定しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)　文書管理規程に定める保管方法、保管場所、保存期間に従い、次に定める文書（電磁的記録を含む）を保存しております。

1.株主総会議事録

2.取締役会議事録

3.重要な会議の議事録

4.予算統制に関するもの

5.会計帳簿、会計伝票に関するもの

6.官公庁及び証券取引所に提出した文書の写し

7.稟議書

8.契約書

9.その他文書管理規程に定める文書

2)　取締役は、これらの文書を常時閲覧することができます。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)　リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理部担当取締役を全社のリスク統括責任者として任命し、管
理部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理します。

2)　内部監査部門が当社グループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理部担当取締役及び取締役会に報告し、取締
役会において改善策を審議・決定します。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)　取締役は全社的な目標を定め、各担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び権限を含めた効率的な達成方法を定めま
す。

2)　情報システムを活用して取締役会が定期的に目標の進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現する
システムを構築します。

(5) 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1)　当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制担当を設けるとともに、当社及びグループ各
社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しています。

2)　当社取締役、及びグループ各社の社長は、各部門の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。

3)　当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役、グループ各社の社長及び内部統制担当に報告し、
内部統制担当は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員に関する事項

1) 当社は、監査等委員の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会は、その職務に必要な場合は、内部

監査部門の要員による監査業務の補助について、代表取締役社長と協議することとします。

2) 監査等委員の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については監査等委員会の同意を要するこ

ととします。また、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保しま
す。

(7) 監査等委員会への報告に関する体制

1) 取締役及び社員が監査等委員会に報告するための体制

取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告するものとします。また、会社に著しい損害を及ぼすおそ
れがある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとします。

2) 子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があ
るときを除き、速やかに報告するものとします。



子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、正当な理由のあるときを除き、当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及
び財産の状況の調査に協力するものとします。

(8) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを禁止します。また、監査等委員へ報告を行った者及
びその内容については、厳重な情報管理体制を整備し、報告者が不利益な取扱いを受けることを防止します。

(9) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該費用又は
債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。

(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と、情報・意見交換を行うための会合を定期的に開催し、緊密な

連携を図ります。

2) 監査等委員会は、取締役の職務遂行の監査及び監査体制の整備のため代表取締役社長と定期的に会合を開催します。

3) 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携を図ります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１） 基本的な考え方

当社は、反社会的勢力の排除に向けて、反社会的勢力からの不当な要求を一切受け付けず、警察当局及び弁護士等と協力し、連携を図りなが

ら反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度で拒むことを基本的な考え方としております。

（２） 整備状況

当社は、管理部門を対応部署とし、警察当局及び顧問弁護士等と協力し、連携を図りながらグループウェアソフト等にて情報を提供・共有するこ

とで、継続的な啓豪・教育活動に取り組んでおります。

新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを社内においてネットワーク情報等を用いて調査し、該当しないと判断

した場合には、社内の所定の承認手続きを経て、当該取引先と契約締結しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

　当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを重要な責務と認識し、東京証券取引所の適時開示規則に基づき、重要な決定事項や
決算、発生事項に関する情報及び投資家の投資判断に影響を与えると判断される情報について迅速に適切な情報開示を行うことにより、公正で
透明性の高い経営の実現に努めております。

　全ての重要情報は管理部に集約され、取締役会の承認を経て開示をしております。また、会計監査人、顧問弁護士によるチェックも適宜行われ
ており、適正な判断に基づいた情報開示体制を構築しております。


